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平成18年度　個人情報保護制度実施状況
『個人情報保護制度』は、個人情報の適正な取扱いを確保し、町が保有する自己の個人情報に対す

る開示・訂正・削除・目的外利用及び外部提供の中止の各請求の権利（以下「開示等請求」といいま
す。）保障及び個人の権利利益を保護する制度です。
上三川町個人情報保護条例に基づく平成18年度（平成18年4月1日～平成19年3月31日）の開示等

請求は、次のとおりです。
①個人情報取扱事務登録件数　452件

②個人情報開示請求の状況

③訂正・削除・目的外利用及び外部提供の中止の請求件数　0 件

④個人情報に関する苦情の申出件数　0 件

▼問い合せ先＝総務課　自治行政係　1%6９１１６

平成18年度　情報公開実施状況
『情報公開制度』は、町が持っている様々な情報（公文書等）を住民の皆さんからの請求により公

開する制度です。
上三川町情報公開条例に基づく平成18年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日）の請求内容

等は、下表のとおりです。

※請求はすべて町長部局です。
▼問い合せ先＝総務課　自治行政係　1%6９１１６

不服申し立て
決　　定　　内　　容

対象情報開示請求件数
不存在不開示部分開示開　示

0000000

不服申し立て
決　　定　　内　　容対象行政

情　　報
請求件数

不存在非公開部分公開公　開
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